
 

令和８年度 野生イノシシ豚熱及びアフリカ豚熱ウイルス検査仕様書 

 

１ 目的 

野生イノシシに対する豚熱経口ワクチン野外散布実施に伴うワクチン効果の評価及び、野外に

おける豚熱・アフリカ豚熱ウイルスのまん延状況を評価するため、捕獲イノシシの豚熱・アフリ

カ豚熱のウイルス検査を実施する。 

 

２ 実施期間 

契約日から令和９年３月末日まで 

 

３ 業務内容 

 (1) 検体（血清）の受領・管理 

 (2) 「豚熱及びアフリカ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」に記載される「豚熱の診断マニ

ュアル」及び「アフリカ豚熱の診断マニュアル」に則った①、②の検査及び「野生イノシシ

の豚熱検査における野外株とワクチン株の鑑別について」（令和４年３月 31日付け３消安第 

6955号動物衛生課長通知）（令和４年９月 26日一部改正）に則った③の検査 

① 豚熱抗体検査 

酵素免疫測定法（ELISA法） 

② 豚熱及びアフリカ豚熱ウイルス遺伝子同時検出検査 

リアルタイム PCR 法（タカラバイオ株式会社が販売する豚熱ウイルス・アフリカ豚熱ウ

イルス同時検出試薬を用いたマルチプレックスダイレクトリアルタイム PCR検査） 

③ 豚熱ウイルスに係る野外株とワクチン株の鑑別 

  豚熱国内流行株・ワクチン識別 RT-qPCR 法 

 (3) 検査結果の報告 

① 結果は検体到着後原則５営業日以内に、受託者が所有する専用システムまたは電子メー

ルのいずれかで兵庫県農林水産部畜産課に報告すること 

② 上記３(2)②の検査において、陽性と判定された場合には、直ちに兵庫県農林水産部畜産

課に電話にて結果を報告し、兵庫県農林水産部畜産課からの指示のもと必要に応じて上記

３(2)③の検査を実施又は国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構に検体を搬

入すること 

 (4) 見込み検体数 

① 豚熱抗体検査：約 660検体 

② 豚熱及びアフリカ豚熱ウイルス遺伝子同時検出検査：約 660検体 

③ 豚熱ウイルスに係る野外株とワクチン株の鑑別：約１検体 

  

 



４ 特記事項 

(1) 委託先となる検査機関は、以下の項目を満たすことにより、兵庫県が実施する検査と同等

の検査を担保すること 

① バイオセーフティー水準（BSL）2以上の検査室（滅菌等設備を含む）を有し、当該検査

に使用する機器・器具について適切な交差汚染防止対策が措置可能であること、あるいは

兵庫県が適当と認める十分な病原体拡散防止対策及び交差汚染防止対策が講じられた検査

室を有し、かつ当該検査に必要となる検査機器（ELISAプレートリーダー、マイクロプレー

トウオッシャー、サーマルサイクラー、遺伝子泳動装置等）や器具（マイクロピペット

等）を備え、これらについて適切な交差汚染対策をとること 

② 遺伝子検出検査（PCR法及びリアルタイムPCR法）及び抗体検査(ELISA法)に適した設備を

有し、これらの検査について十分な実務経験があり（BSL2以上のウイルス性の病原微生物に

関する検査の経験を有することが望ましい）、家畜保健衛生所による必要な研修（検査手順

の説明、手合わせ等）を受けた者が行うこと 

③ 検査機関が利用する標準作業手順書は兵庫県が内容を確認する 

④ 検体の受取りから検査結果の送付までの間、検体や検査記録が適切に取り扱われ、かつ、

兵庫県による最終的な検査結果の判定まで検体を適切に保管可能な設備・体制を有してい

ること 

⑤ 検査に用いなかった検体（血清、抽出遺伝子等）の残余分については、兵庫県の求めに応

じて適切に再試験できる体制（保管を含む）を有し、また兵庫県からの求めに応じて兵庫県

や他の検査機関への送付が可能な設備・体制を有していること 

⑥ 加工前、解析前のデータを含む検査結果について、適切にこれを保管し、必要に応じて兵

庫県が確認し検証することが可能なこと 

⑦ リアルタイムPCRについては、農研機構動物衛生研究部門で検証された検査法を用いるこ

と 

⑧ 陽性検体の漏出等により施設が高度に汚染された場合には、家畜保健衛生所の指示のも

と、消毒等の不活化措置や清掃が可能なこと  

⑨ 適切な文書管理・精度管理の体制を有すること 

(2) 検体は週１回、各家畜保健衛生所から送付 

(3) 検体の送付には国際規格（UN3373／カテゴリーB）容器を使用し、送付にかかる費用は兵庫

県が負担 

 

５ 秘密の保持等 

  事業者は、この委託に基づき業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない 

 

６ 疑義の解決等 

  本仕様書に定めのない事項については、県と事業者が協議のうえ決定するものとする 

 


